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ロシア連邦産業商業省令 

 

2024年 １月16日                                   第135号 

 

モスクワ 

 

 

2023年７月21日付ロシア連邦産業商業省令第2701号によって承認された、ロシア連邦領外において権利保持

者（特許権者）によって、およびその者の同意にもとづいて流通に乗せられたものであることを条件として

ロシア連邦民法典第1252条、第1254条、第1286.1条第５項、第1301条、第1311条、第1406.1条、第1446条第

１号、第1472条、第1515条および第1537条の規定を適用しない商品（商品群）の一覧の改正について 

 

 2022年３月29日付ロシア連邦政府決定第506号「商品の形をとる知的活動の成果および商品に銘された識

別標識に対する独占的権利の保護に関する若干のロシア連邦民法典の規定を適用することができない商品

（商品群）について」第１項にしたがい、以 下 を 命 じ る： 

 

 １．2023年７月21日付ロシア連邦産業商業省令第2701号「ロシア連邦領外において権利保持者（特許権者）

によって、およびその者の同意にもとづいて流通に乗せられたものであることを条件としてロシア連邦民法

典第1252条、第1254条、第1286.1条第５項、第1301条、第1311条、第1406.1条、第1446条第１号、第1472条、

第1515条および第1537条の規定を適用しない商品（商品群）の一覧の承認について」（2023年８月４日にロ

シア連邦司法省により登録番号74633として登録）によって承認された、ロシア連邦領外において権利保持

者（特許権者）によって、およびその者の同意にもとづいて流通に乗せられたものであることを条件として

ロシア連邦民法典第1252条、第1254条、第1286.1条第５項、第1301条、第1311条、第1406.1条、第1446条第

１号、第1472条、第1515条および第1537条の規定を適用しない商品（商品群）の一覧に対する、ここに添付

する変更を承認する。 

２．本令により承認される変更の第１～３項、第５項の「a」、「c」および「d」号、第７項、第８項の

「a」および「c」号、第15～17項、第18項の「a」～「h」号、「k」～m」号、「p」号、「q」号、第19項の

「f」号、第20～22項は、本令が公布された日の翌日から発効する。 

３．本令により承認される変更の第４項、第５項「b」号、第６項、第８項の「b」号、第９～14項、第18項

の「i」号、「j」号、「n」号、「o」号、第19項の「a」～「e」号、「g」号、「h」号は、本令が公布され

た日から３カ月経過後に発効する。 

 

 

ロシア連邦政府副議長 

 ロシア連邦産業商業大臣                        D.V.マントゥロフ 

 



2024年１月16日付 

ロシア連邦産業商業省令第135号により 

承認 

 

 

2023年７月21日付ロシア連邦産業商業省令第2701号によって承認された、 

ロシア連邦領外において権利保持者（特許権者）によって、およびその者の同意にもとづいて流通に乗

せられたものであることを条件としてロシア連邦民法典第1252条、第1254条、第1286.1条第５項、第1301

条、第1311条、第1406.1条、第1446条第１号、第1472条、第1515条および第1537条の規定を適用しない 

商品（商品群）の一覧に対する 

変更 

 

 

 １．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群27の「商品および（または）識別標識コード（ユーラ

シア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属す

る商標に依拠するものとする）」欄９項の「TELLUS,」という文言のあとに「TEROSON,」という文言を

追加する。 

 ２．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群28の「商品および（または）識別標識コード（ユーラ

シア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属す

る商標に依拠するものとする）」欄に以下を内容とする10(1)項を追加する： 

 「10(1) 2803 00 000 0  

  printex」。 

 ３．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群32の「商品および（または）識別標識コード（ユーラ

シア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属す

る商標に依拠するものとする）」欄の31項を以下の文言に変更する： 

 「31) 3215 

 brother, CANON, DOMINO, EPSON, FLINT GROUP, HEWLETT PACKARD (НР), LINX, PARКER, RICOH, 

SIEGWERK, WEBER, WATERМAN'S, xerox」。 

 ４．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群33の「商品および（または）識別標識コード（ユーラ

シア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属す

る商標に依拠するものとする）」欄において： 

 а）33項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

「 以下を除く：バルハートヌィエ・ルーチキ、ノヴァテノル、 

美の百のレシピ、黒真珠、チースタヤ・リニヤ、 
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 b）34項を以下の文言に変更する： 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」： 

「 以下を除く：美の百のレシピ、チースタヤ・リニヤ、 
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 c） 36項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」; 
 

「 以下を除く：バギラク、美の百ノレシピ、チースタヤ・リニヤ、 

 



6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群34の「商品および（または）識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属する

商標に依拠するものとする）」欄において： 

」。 
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 а）37項の「ACURA,」という文言のあとに「A-DERМA,」という文言を追加する； 

 b）38項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c）39項の「ecover,」という文言のあとに「FELLOWES,」という文言を追加する； 

 d）40項の「MOTOREX,」という文言の後に「MOTUL,」という文言を追加する。 

 ６．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群37の「商品および（または）識別標識コード（ユーラ

シア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属す

る商標に依拠するものとする）」欄47、48項の「RICOH,」という文言を削除する。 

 ７．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群38の「商品および（または）識別標識コード（ユーラ

シア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属す

「 以下を除く：バルハートヌィエ・ルーチキ、美の百のレシピ、 

チースタヤ・リニヤ、 

」； 
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る商標に依拠するものとする）」欄49項において「TOTAL,」という文言のあとに「ТotalEnergies,」という

文言を追加する。 

 ８．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群39の「商品および（または）識別標識コード（ユーラ

シア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属す

る商標に依拠するものとする）」欄において： 

 а）69項の「Technomelt,」という文言の後に「TEROSON」という文言を追加する； 

 b）74項を以下の文言に変更する： 

 「74) 3917 10 

 3917 21 900 1 

 3917 22 900 1 

 3917 23 900 1 

 3917 29 000 1 

 3917 31 000 2 

 3917 32 000 

 （以下を除く：レハウ、 RAUTITAN, RAUTНERМ, REHAU)  

 3917 33 000 

 3917 39 000 

 （以下を除く：レハウ、RAUTITAN, RAUTHERМ, REHAU)»;  

 c）82項の「ELMA, 」という文言のあとに「FELLOWES,」という文言を追加する。 

 ９．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群61の「商品および（または）識別標識コード（ユーラ

シア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属す

る商標に依拠するものとする）」欄119項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 以下を除く： 

」； 



9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群62の「商品および（または）識別標識コード（ユーラ

シア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属す

る商標に依拠するものとする）」欄138項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」。 

「 以下を除く： 
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 11. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群63の「商品および（または）識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属する

商標に依拠するものとする）」欄156項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 12. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群64の「商品および（または）識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属する

商標に依拠するものとする）」欄169項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」。 

」。 

「 

「 以下を除く： 

以下を除く： 
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 13. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群65の「商品および（または）識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属する

商標に依拠するものとする）」欄177項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群66の「商品および（または）識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属する

商標に依拠するものとする）」欄184項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

 

 15. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群68の「商品および（または）識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属する

」。 

「 

」。 

「 以下を除く： 

」。 

以下を除く： 
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商標に依拠するものとする）」欄において： 

 а）以下を内容とする191(1)項を追加する： 

 「191(1) 6813 20 000 9 

 Epiroc」； 

 b）192項を以下の文言に変更する： 

 「192) 6813 81 000 9 

 DON, Epiroc, JURID, ТЕХТAR」； 

 c）以下を内容とする192(1)項を追加する： 

 「192(1) 6813 89 000 9 

 Epiroc」。 

  16. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群73の「商品および（または）識別標識コード（ユーラ

シア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属す

る商標に依拠するものとする）」欄において： 

 а）以下を内容とする219(1)項を追加する： 

 「219(1) 7315 12 000 0 

 7315 19 000 0 

 7315 81 000 0 

 7315 82 000 0 

 7315 90 000 0 

 Epiroc」； 

 b）以下を内容とする220(1)項を追加する： 

 「220(1) 

 7318 11 000 0 

 7318 13 000 0 

 Epiroc」； 

 c）以下を内容とする221(1)項を追加する： 

 「221(1) 7318 29 000 1 

 7318 29 000 8 

 Epiroc」； 

 d）222項の「EagleBurgmann,」という文言のあとに「Epiroc,」という文言を追加する； 

 e）232項の「elring,」という文言の後に「Epiroc,」という文言を追加する。 

 17. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群74の「商品および（または）識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属する

商標に依拠するものとする）」欄235項の「ALTSTREAM,」という文言の後に「Epiroc,」という文言を追

加する。 

 18. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群84の「商品および（または）識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属する

商標に依拠するものとする）」欄において： 
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 а）279項の「ECOMOTIVE SOLUTIONS,」という文言のあとに「Epiroc,」という文言を追加する； 

 b）280項を以下の文言に変更する： 

 「8408 

 

 

 

 

 c）281項の「elring,」という文言のあとに「Epiroc,」という文言を追加する； 

 d）283項を以下の文言に変更する： 

 「8412 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e）284項のENERPАС,」という文言のあとに「Epiroc,」という文言を追加する； 

 f）285項を以下の文言に変更する： 

 「8414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」； 

」； 
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 g）294項の「CJC,」という文言のあとに「СNН,」という文言を追加する； 

 h）300項の「BRP,」という文言のあとに「Epiroc,」という文言を追加する； 

 i）303項を以下の文言に変更する： 

 「303) 8428 

 

 

 j）305項を失効したものと認定する； 

 k）306項を以下の文言に変更する： 

 「306) 8430 31 000 0 

 8430 39 000 0 

 

 

 

 １）以下を内容とする306(1)項を追加する： 

 「306(1) 8430 41 000 1 

 8430 41 000 2 

 

 

 

 m）以下を内容とする306(2)項を追加する： 

 「306(2) 8430 41 000 8 

 8430 49 000 

 8430 50 000 9 

 

 

 

 n）310項を以下の文言に変更する： 

 「310) 8433 

 GARDENA, HINO, Husqvama」； 

 o）333項の「, Trio Engineering」という文言を削除する； 

」； 

」； 

」； 

」； 

」； 
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 p）338項の「EMERSON,」という文言のあとに「Epiroc,」という文言を追加する； 

 q）340項を以下の文言に変更する： 

 「340) 8483 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群85の「商品および（または）識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属する

商標に依拠するものとする）」欄において： 

 а）350項の「Makita,」という文言を削除する； 

 b）351項を以下の文言に変更する： 

 「351) 「8508 11 000 0 

  8508 19 000 

  

 

 c）352、353項の「PHILIPS,」という文言を削除する； 

 d）357項を以下の文言に変更する： 

 「357) 8516 10 

 8516 29 910 0 

 8516 31 000 9 

 8516 32 000 0 

 8516 50 000 0 

 8516 60 101 0 

 8516 60 500 0 

 8516 60 800 0 

 8516 60 900 0 

 8516 80 200 9 

  

 

」。 

」； 
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 e）以下を内容とする357(1)項を追加する： 

 「357(1) 8516 40 000 0 

 8516 71 000 0 

 8516 72 000 0 

 8516 79 700 0 

 （PHILIPSを除く）」； 

 f）364項を以下の文言に変更する： 

 「364) 8523 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 g）376項の「АВВ,」という文言を削除する；  

 h）379項の「АВВ,」という文言を削除する。 

 20. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群87の「商品および（または）識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属する

商標に依拠するものとする）」欄において： 

 а）392項を以下の文言に変更する： 

 

 

 

 

」； 

」； 

「 
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 b）394項を以下の文言に変更する： 

 「394) 8701 21 101 

 8701 21 901 

 RENAULТ, ISUZU」； 

 c）401項の「SACHS,」という文言のあとに「SAF,」という文言を追加する； 

 d）以下を内容とする402(1)項を追加する： 

 402(1) 8716 90 500 0 

 SAF」； 

 e）403項を以下の文言に変更する： 

 「403) 8716 90 900 0 

 BOMAG, SAF」。 

 21. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群95の「商品および（または）識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属する

商標に依拠するものとする）」欄において： 

 а）451項を以下の文言に変更する： 

 「451) 9504 

 

 

 

 

 

 b）以下を内容とする451(1)項を追加する： 

」； 

」； 
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 「451(1) 9506 62 000 0 

 ADIDAS」。 

 22. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類群96の「商品および（または）識別標識コード（ユーラシ

ア経済連合対外経済活動商品分類コードおよび（または）非友好的国家に登記された権利保有者に属する

商標に依拠するものとする）」欄459項の「LINX,」という文言のあとに「OKI,」という文言を追加する。 


